
15
※「障害児通所支援の在り方に関する検討会報告書」参考資料（令和３年１０月）より
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※「障害児通所支援の在り方に関する検討会報告書」参考資料（令和３年１０月）より



３．京都市の現状について
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① 事業所数の急増

３．京都市の現状について
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＜参考：児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所数＞



② 支援の質の課題と行政処分事案

＜参考：本市における過去の処分事例＞

処分年度 事業者（事業所名） 概要 処分内容等

H30年度
（株）プレイズコンフォート
（くるみの森 山科、２号店、３号店、左京）

人格尊重義務違反、人員基準違反、不適正運営、
不正請求、虚偽答弁、不正手段指定、不当行為

指定取消
（約1,460万円）

R元年度

（一社）ガジュマル
（放課後等デイサービス ガジュマル）

人員基準違反、不適正運営、不正請求
一部効力停止（6箇月）
（約760万円）

（株）Sirius
（放課後等デイサービスだいち）

人格尊重義務違反、人員基準違反、不正請求、
虚偽報告

指定取消
（約980万円）

R2年度

（有）つぼみ
（夢来（むっく））

不適正運営、不正請求
一部効力停止（9箇月）
（約2,960万円）

（一社）子ども発達総合支援会
（さくらハウス）

虚偽報告、不正請求
指定取消
（約470万円）

（株）トゥルー・セルフ
（放課後等デイサービスなちゅらるはうす）

不当行為、虚偽報告、不正請求
指定取消
（約1,870万円）

ＳＥＩＢＵ観光企画（株）
（放課後デイサービスChau Chau）

不正手段指定、人員基準違反、不適正運営、
不正請求

指定取消
（約640万円）

R3年度

（同）ＣＲＡＤＬＥ
（放課後等デイサービス パピー）

不当行為、人員基準違反、不適正運営、
不正請求

指定取消
（約4,340万円）

（同）あゆみｓｍｉｌｅ
（放課後等デイサービス あゆみsmile）

不正手段指定、人員基準違反、不正請求、
虚偽報告

指定取消
（約2,010万円）

３．京都市の現状について
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３．京都市の現状について

③ 行政区・支所単位での総量規制

➢ 事業所数の増加に伴う地域偏在を解消し、支援を必要とする児童
がより身近な地域で支援を受けられるよう、障害児福祉計画に定
める必要量を上回る行政区・支所での新たな指定を制限し、引き
続き必要量を下回る行政区・支所において、公募により事業所選
定を行う仕組み（総量規制）を導入

➢ 放課後等デイサービスでは、令和元年度から実施
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合計

R1.8時点 12 11 12 13 3 18 8 3 20 10 9 21 6 5 151

不足事業所 1 -3 5 -5 -1 -4 -3 4 5 2 -4 -2 -1 1 ー

R5.4時点 15 11 17 13 3 17 7 9 32 16 8 21 7 8 184

不足事業所 -2 -2 1 -1 1 1 2 -1 -2 1 -1 -1 -1 -2 ー

＜参考：放課後等デイサービスにおける事業所数の推移＞



３．京都市の現状について

④ 質の向上に向けた取組（放課後等デイサービス支援事業）

➢ 放課後等デイサービスの支援の質の向上を目的に、令和元年度か
ら「放課後等デイサービス支援事業」を本市独自に実施

➢ 児童福祉・障害福祉における専門的知識・経験を有する専門員
（受託法人）により、放課後等デイサービスを巡回訪問し、現場
での支援内容や、家族支援、地域連携の方法等について、皆さま
が日々感じている課題や不安をお聞きし、改善策を提案
（昨年度末までに、延べ１１９回訪問）

➢ 現場の従事者向けに、障害に対する理解促進や支援のスキル向上
を図るため、「放課後等デイサービス関係職員研修」を実施
（昨年度は６日間、延べ２３９名が参加）

➢ また、過去の研修動画やお役立ち情報をまとめたホームページも
作成
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４．障害児通所支援の今後に
ついて
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４．障害児通所支援の今後について

 令和６年度報酬改定を見据え、今後の方向性について国の検討会
で２回にわたり議論

➢ 令和３年度：「障害児通所支援の在り方に関する検討会」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21746.html

➢ 令和４年度：「障害児通所支援に関する検討会」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32311.html

 また、令和５年４月に設置された子ども家庭庁において、こども
施策に関する大綱（こども大綱）を定めるための議論が開始

 報酬改定の具体的な見直し案については、今後、報告書の内容を
踏まえ、国において具体的な検討が進められる予定
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https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21746.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32311.html
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４．障害児通所支援の今後について

（障害児支援の充実）

全ての国民が障害の有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重しあい、

理解しあいながら共に生きていく共生社会の実現に向けて、障害児の地域

社会への参加・包容（インクルージョン）を推進することが重要である。

このような観点等を踏まえ、障害や発達に課題のあるこどもへの支援は、

一般の子育て支援との連続の中で行うことが求められる。特に、医療的ケ

アが必要なこどもや様々な発達に課題のあるこども等について、医療、福

祉、教育が連携して対応することが必要である。

また、障害や発達の課題を早期に発見・把握し、適切な支援・サービス

につなげていくことによりこども本人のみならず保護者やきょうだいの支

援を図るとともに、放課後等デイサービス等学齢期の支援から一般就労や

障害者施策への円滑な接続・移行に向けた準備を、関係者の連携の下、早

い段階から行っていくことが重要である。
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 こども政策の推進に係る有識者会議第２次報告書 ～「こども大綱」
の策定に向けた論点～（令和５年３月２８日）



３．障害児通所支援の今後について

➢ 障害児支援を進めるにあたって、行政、事業所、関係機関
等の全ての関係者は、（中略）障害児本人の最善の利益の
保障、家族支援の重視、インクルージョンの推進等の観点
を、引き続き重視した上で、更に現在の障害児通所支援を
取り巻く課題や関連する他の施策の動向等を踏まえ、以下
の基本的な考え方をもって進めていくべきである。（以下
略）

➢ 放課後等デイサービスについては、児童発達支援の５領域

（｢健康・生活｣、｢運動・感覚｣、｢認知・行動｣、｢言語・

コミュニケーション｣、｢人間関係・社会性｣）と同様の視

点による総合的な支援を行うことが重要

  基本的な考え方など
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５．最後に

28

 放課後等デイサービスにおける「連携」の重要性

➢ 他の放課後等デイサービスとの連携

➢ 相談支援事業所との連携

➢ 他の福祉施策（例：児童発達支援・移動支援）

➢ 医療機関との連携

➢ 学校との連携

➢ 児童館・学童クラブとの連携

➢ 行政との連携 等々…

 より良い「連携」を実現するために、放課後等デイサービス
の立場から取り組めることはあるか？
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